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宮城地方最低賃金改正決定についての異議申し出 

 

 この度、宮城地方最低賃金審議会で、中央最低賃金審議会が示した目安「28 円」どおり決定した

ことに、以下の理由から異議を申し述べます。 

 

 理由 1．地域間格差が解消されていない、全国平均を大幅に下回っている 

  目安額に対して 1 円も引き上げがなされないことによって、地域間格差が是正されないこと、

また、従前からの A～Dランク制度上の格差是正なされず、この度引き上げを決めた県との格差は

拡大します。審議会において、地域間格差の問題についてテーマとしてとりあげ、どの程度行い

結論に至ったのかが疑問です。 

  28 円の引き上げで、全国平均は 930 円となり、宮城県の最低賃金額額は全国平均を大幅に下回

っており、その差は、77円で格差是正につながりません。宮城県は、100 万都市の仙台市も抱え、

全国で 15位の経済実勢を有すると言われており、データ上においても最低賃金を大幅に改善でき

る体力は十分にあると考えます。 

また、コロナ禍において最低賃金を 3％程度引き上げることによる経済への影響はほぼ生じない

と、中央最低賃金審議会の公益委員見解で述べられています。 

東北の各県の決定状況を見ると、東北では秋田が 2 円の引き上げ、青森、山形が 1 円の引き上

げを決めています。経済が厳しい状況の中でも、最低賃金を引き上げ格差是正で、地域からの労

働力の流失の防止、地域経済の発展を見据えた議論を行っています。 

宮城県も人口の減少に歯止めがかかっていません。経済、雇用面での好条件を求めて関東圏な

どへの労働力、人材の流失に歯止めがかかっていません。県内中小企業においては、コロナ前に

は慢性的な人手不足を生じており、その状況は続いています。 

東北の経済の中心を担う宮城県は、東北各県の雇用の受け皿になっている面からも地域間格差

を早期に是正し、全国平均を上回る最低賃金を確立することが必要と考えます。 

 

理由２．コロナ禍で大変な非正規労働者、エッセンシャルワーカーの待遇改善につながらない 

一部の業種を除き企業業績は激しく落ち込み、大幅減益・赤字転落となる企業も増加しました。 

雇い止めや希望退職募集、冬のボーナスの減額など、雇用環境ひいては国民・労働者のくらしに

も大きな影響をもたらしています。 

特に、非正規労働者・フリーランス・女性・若者に大打撃を与えています。最賃近傍の時給で

働く労働者が休業手当を支給されたとしても、法定どおりの 6 割の休業手当では生活が成り立た

ない、さらに、シフト制で働く非正規労働者は休業手当や休業支援金さえ得られない状況にもあ

り深刻な事態になっています。コロナ禍で奮闘している医療、教育、公務関連で働くエッセンシ

ャルワーカーも、例に漏れず 4 割が非正規労働者として就労しており、コロナ感染のリスクが非

常に高い中で奮闘しています。非正規労働者は、企業にとっては、臨時的雇用とされ雇用の調整



弁とされる傾向が見受けられますが、家庭では主たる生計維持者です。こうした現状を踏まえ、

働き方、くらしの改善を図ることが急務です。 

政府による雇用調整助成金による休業保障がなされ、企業における雇用確保がなされており、

企業の経営を支援しています。しかし、あくまで雇用の維持が目的であり、くらせる所得を補償

する制度ではありません。政府による生活支援特別給付金の再給付の予定も見えず「今日の生活

をどうしたら言いのか分からない」と悩んでいる方も多くいます。 

こうした状況を十分に踏まえ。政府による、中小企業への支援も行いながら、非正規労働者、

エッセンシャルワーカーの働き方、くらしを改善に資する最低賃金額を設定しなければならない

と考えます。 

 

理由３．生計費を確保し、安心してくらせる最低賃金の水準が必要 

憲法 25 条の生存権の保障、セーフティネットとしての役割を持つ最低賃金の引き上げによる生

活保障が重要に求められています。 

全労連東北地方協議会が行った最低生計費試算調査では、1 ヶ月あたり 22万円～24万円（単身

25 歳）の収入が必要との結果が出されています。月 150 時間の労働時間で換算すると時給 1,500

円程度が必要との結果が示されました。この水準は、全労連に加盟する地方組織では、どこでも

ほぼ同水準です。 

この度、28 円引き上げられ、853 円に改正された場合でも、月額 150,128 円にしかならず、生

計費を満たすには程遠い額です。生計を立てるため、これまでダブルワークをしながら生活して

いる方も少なくなくありません。「働き方改革」が 4 月からスタートし、正規と非正規の不合理な

格差が原則禁止とされ、待遇の見直しを図ることになりました。しかし、それどころか、コロナ

禍で、働き方の悪化を招き、待遇改善は先送りされ課題として残されています。 

28 円の引き上げでは、フルタイム（8H×22 日）で働いて 1 日 224 円、月 4,928 円の引き上げに

しかならず、コロナ禍の労働者のくらし改善につながらないことは明らかです。最低賃金の決定

要素である生計費がどの程度議論されたのか疑問です。 

正規と非正規の格差の是正、生計費にもとづく最低賃金の水準を確立し、労働者ひいては、県

民が安心して働き、くらせる状況をつくることが求められています。 

その点から見て、28 円の引き上げでは不十分であり、再考を求めます。 


